
- 1 岩滝連合町内会 道路側溝修繕・蓋設置について □ 新規 ☑ 継続
優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次
年度以降の実施に向けて検討します。

維持課

- 2 岩滝連合町内会 法面崩落の修繕 □ 新規 ☑ 継続
道路排水管については、今年度修繕します。
法面の崩落については、河川への影響がないため緊急性は低いと判断します。経過観察
し、緊急性が高いと判断した場合には、対応を検討します。

維持課

- 3 岩滝連合町内会 落石防止柵沿いの樹木の撤去 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応しました」との回答でした。
現地を確認したところ、一部通行の支障となる箇所については、剪定されていましたが、引
き続き根元からの撤去について同事務所へ要望します。

維持課

- 4 岩滝連合町内会 道路標識の設置① ☑ 新規 □ 継続 現地確認をしたところ、既に設置済であるため、現状でご理解願います。 維持課

- 5 岩滝連合町内会 道路標識の設置② ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えますので、現状でご
理解願います。

維持課

- 6 岩滝連合町内会 道路標識の設置③ ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えますので、現状でご
理解願います。

維持課

- 7 滝町内会 市道滝瀧覚橋線　側溝蓋設置　　 □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。 維持課

- 8 滝町内会 道路横断排水溝の補修 □ 新規 ☑ 継続
優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次
年度以降の実施に向けて検討します。

維持課

- 9 滝町内会 生井川護岸崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 10 滝町内会 崩れた護岸の修復 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 11 滝町内会 土砂崩れの復旧 □ 新規 ☑ 継続 今年度、災害復旧工事にて実施します。 林務課
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- 12 滝町内会 土砂崩れの復旧 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、河川の所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河川部分については、背
後地が山林であることから治水上特に問題ないと判断しております」との回答でした。引き
続き同事務所へ要望します。（維持課）
昨年度、治山の所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「河川脇の崩壊のため、治
山事業対象外」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。（林務課）

維持課

- 13 滝町内会 滝川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、河川の所管である県高山土木事務所へ要望したところ「橋梁は県管理の構造物
ではないため、橋梁部分の護岸修繕については橋梁管理者で対応をお願いします」との回
答でした。市の管理する橋梁ではありませんので、橋梁管理者へご相談願います。

維持課

- 14 滝町内会 生井川右岸の土手の修復 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 15 滝町内会 滝川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 16 滝町内会 滝川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 17 滝町内会 土手の修繕 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂
災害特別警戒区域（レッドゾーン）内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する
箇所から重点的に実施していることをご理解ください。石積の変状については、所有者に
て対応いただくようお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 18 滝町内会 生井川右岸の土手の修復 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 19 滝町内会 滝川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 20 滝町内会 滝川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 21 滝町内会 根方用水の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 22 滝町内会 土手崩落の修繕およびガードレールの修繕 □ 新規 ☑ 継続
ガードレールについては、昨年度実施しました。
土手（河川護岸）については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合には対応を検討します。

維持課
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- 23 滝町内会 道路横断側溝の設置 □ 新規 ☑ 継続
優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次
年度以降の実施に向けて検討します。

維持課

- 24 滝町内会 道路横断側溝の設置 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の横断側溝新設については、路面排水が民家への浸水被害をおよぼすなど整備に
必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。

建設課

- 25 生井町内会 街灯の設置 □ 新規 ☑ 継続
情報提供いただいた場所は、県道の改良工事に伴い、以前あった電柱及び街灯が撤去さ
れていますが、市では通学路として街灯が必要と判断しています。現在、中部電力と電力
供給方法について協議中であり、街灯の再設置に向けて検討を進めます。

教育総務課

- 26 生井町内会 側溝蓋の設置 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、維持課までご相談ください。その際、支
給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。

維持課

- 27 生井町内会 河川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年度末までに災害復旧事
業にて復旧工事を完了予定です」との回答でした。現地を確認したところ、ご提案箇所につ
いては、復旧工事の範囲外であり未実施だったため、引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 28 生井町内会 土砂崩れの復旧 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、令和２年度より治山事業の実施に向けて県飛騨農林事務所へ
要望しましたが「作業道の法面崩壊のため管理者対応（治山事業対象外）」との回答でし
た。崩壊地の浸食が進めば下流の河川に影響するため、引き続き同事務所へ要望しま
す。

林務課

- 29 生井町内会 土砂崩れの復旧 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、令和２年度より治山事業の実施に向けて県飛騨農林事務所へ
要望しましたが「作業道の法面崩壊のため管理者対応、小規模な崩壊で保全対象もない
（治山事業対象外）」との回答でした。崩壊地の浸食が進めば下流の農地・河川に影響す
るため、引き続き同事務所へ要望します。

林務課

- 30 生井町内会 復旧工事現場下にたまった土砂の撤去　注意 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所の上流にある市道の災害復旧が完了したことから、今年度に流出する恐れ
のある土砂について除去します。

農務課

- 31 生井町内会 側溝の設置 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の個所については、山水の流出を処理するために道路側溝を設置することは困難
ですのでご理解願います。
降雨時の路面排水により民家への浸水や市道の通行に支障をきたすなどの状況が確認
できれば路面の排水処理について検討します。

建設課

- 32 生井町内会 川底に堆積した土砂の撤去 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、
予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所
へ要望します。

維持課
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- 33 生井町内会 谷の崩落の復旧　　緊急 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、令和２年度よリ治山事業の実施に向けて県飛騨農林事務所へ
要望しましたが、「作業道暗渠の排土要望のため、治山事業対象外」との回答でした。崩壊
地の浸食が進めば下流の県道に影響するため、引き続き同事務所へ要望します。
なお、今年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者
とご相談いただき活用を検討ください。

林務課

- 34 生井町内会 河川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したとこ
ろ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。（R4年度以降）」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 35 生井町内会 志ん谷林道の復旧 □ 新規 ☑ 継続 令和２年度実施しました。 維持課

- 36 生井町内会 道路横断側溝の修復 ☑ 新規 □ 継続 今年度横断側溝への舗装の摺り付けを実施します。 維持課

- 37 岩井町内会 市道の法面修繕について □ 新規 ☑ 継続 ご提案の箇所は私有地であり、市での対応は困難ですのでご理解願います。 維持課

- 38 岩井町内会 市道の路肩崩壊の修繕 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した
場合には対応を検討します。

維持課

- 39 岩井町内会 側溝法面崩壊の修繕 □ 新規 ☑ 継続

現地確認の結果、農地法面がイノシシの被害により著しく掘り起こされ、その土砂が排水
路に流入しておりますが、当水路は法面部も含めた通水断面の構造となっており、通水の
影響は少ないと考えます。土砂撤去や法面保護対策については、多面的機能支払交付金
事業等をご活用ください。

農務課

- 40 岩井町内会 側溝への土砂流入の修繕 □ 新規 ☑ 継続
優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次
年度以降の実施に向けて検討します。

維持課

- 41 岩井町内会 土砂崩れの復旧 □ 新規 ☑ 継続 ご提案の箇所は私有地であり、市での対応は困難ですのでご理解願います。 維持課

- 42 岩井町内会 側溝の修復 □ 新規 ☑ 継続
優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次
年度以降の実施に向けて検討します。

維持課

- 43 岩井町内会 土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、河川への影響がないため緊急性は低いと判断します。経過観察
し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。

維持課

- 44 岩井町内会 河川の土手崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した
場合には対応を検討します。

維持課

- 45 岩井町内会 土砂崩れの復旧 □ 新規 ☑ 継続 今年度、災害復旧工事を実施しております。 農務課

- 46 岩井町内会 路肩崩落の復旧 □ 新規 ☑ 継続 ご提案の箇所は私道であり、市での対応は困難ですのでご理解願います。 維持課
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- 47 岩井町内会 河川の土手の修復 □ 新規 ☑ 継続
現地確認の結果、地元関係者によって取水口の復旧がされており、通水に影響が無いこと
を確認しました。今後、通水に影響が生じた場合はご連絡ください。

農務課

- 48 岩井町内会 石垣の修復 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 49 岩井町内会 倒木の撤去　　通学路の為緊急 ☑ 新規 □ 継続 現地を確認したところ、電線管理者にて対応されておりましたのでご確認願います。 維持課

- 50 岩井町内会 交差点に優先道路の明示① ☑ 新規 □ 継続
交通安全対策として車道外側線を設置します。「止まれ」の表示については、外側線設置
後の経過観察により追加対策の必要性が高いと判断した場合には所管である県公安委員
会に要望します。

維持課

- 51 岩井町内会 交差点に優先道路の明示② ☑ 新規 □ 継続
交通安全対策として車道外側線を設置します。「止まれ」の表示については、外側線設置
後の経過観察により追加対策の必要性が高いと判断した場合には所管である県公安委員
会に要望します。

維持課

- 52 岩井町内会 交差点に優先道路の明示③ ☑ 新規 □ 継続
優先道路の明示については、道路管理者（市）において、今年度実施します。
「止まれ」の明示および看板設置については、所管である県公安委員会へ要望します。

維持課

- 53 岩井町内会 交差点に優先道路の明示④ ☑ 新規 □ 継続
交通安全対策として車道外側線を設置します。「止まれ」の表示については、外側線設置
後の経過観察により追加対策の必要性が高いと判断した場合には所管である県公安委員
会に要望します。

維持課



〇 48 岩井町内会 石垣の修復 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。

　　　　情　報　提　供　一　覧　表　（　市　道　等　の　維　持　・　修　繕　案　件　）　　　【令和　4　年度事業】

地　　　区　　　名 岩滝まちづくり協議会

代表者（責任者） 会長　　取替　惣一 所　管　課 維持課

連　絡　先（電話） 77－9877　 担当 090-7032-6853 連　絡　先 ０５７７－３５－３５９６

まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

今　　年　　度　　の　　対　　応

※実施事業　：　○実施、△一部実施、×未実施

 ※
 実施事業

整理番号 町内会（団体）名 提案事項 新規・継続


